
資料１ 

 

これまでの進捗について 

 

 
協議会 事業検討部会 事務局 

6 /26 
第１回会議 

→事業検討部会を設置 
 

 

7 /12  第１回会議 

 

7 /31  ～事業案の提出期限～ 

 

8 /15   

事業案の許可可能性を 

河川管理者（国）に照会 

→8 /25 回答 

～
  ～事業案の詳細協議～ 

 

9 /11   

河川管理者（国）と 

申請手続等の詳細を打合せ 

9 /13   

橋梁占用者（ＪＲ東日本）

に調整事項の照会 

→9 /27 回答 

9 /14   

サイクリングロード占用者

（埼玉県：自転車活用促進

計画担当）に事業案を共有 

9 /25  第２回会議 

 

9 /27   

サイクリングロード占用者

（埼玉県：道路管理担当）

に車両通行許可等の協議 

10/ 6   ～会長協議～ 

10/11   ～副会長協議～ 

10/30 第２回会議  
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三郷市かわまちづくり協議会 第１回事業検討部会 

 

 

令和５年７月１２日（水） 

におどりプラザ会議室Ｂ 

 

 

次 第 

 

 

１．あいさつ 

 

 

２．部会長の選出について 

 

 

３．事業検討部会の役割について（事務局説明） 

 

 

４．河川空間活用による事業案について 

 

 

５．今後のスケジュールについて 
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資料１ 

 

事業部会名簿 

 

Ｎｏ． 氏  名 所  属 

１ 大久保  憲 （一社）三郷市観光協会 

２ 中沢 大三郎 早稲田中央共栄会 

３ 石原  寛之 三郷駅南商店会 

４ 堀之内 健一朗 三郷駅南商店会 
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資料２ 

個別事業計画 

 

名  称  

（事業概要） 

実施期間  

必要面積  

必要施設  

事業内容  

安全対策  

 

※その他：施設配置図（利用図面）、事業企画書の提出をお願いします。 

 

〔調査・検証の要否〕 

検証したい課題等 
 

調査・実証実験の 

実施方法の案 

 

 

 

（部会員名）                     
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資料３ 

事業検討部会スケジュール 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

      ・とりまとめ 

 

 
 

                 ・実証実験実施要領素案作成 

 

 
      ・実証実験の実施内容を協議会に報告 

  
 

 
 

         ・実績のとりまとめ 

 

 
 

  

第１回会議 

個別事業計画の提出 

各業者間の利用調整（部会開催） 

実証実験実施要領（案）の策定（部会開催） 

実証実験実施 

かわまちづくり協議会に部会案を報告 

7 月 12 日 

月 日締切 

11～12 月目途 
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河
川
空
間
の
オ
ー
プ
ン
化
事
例

三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

所
在

地
東
京
都
・
世
田
谷
区

河
川

名
多
摩
川

施
設

名
兵
庫
島
公
園

ア
ク
セ
ス

東
急
大
井
町
線

二
子
玉
川
駅

徒
歩
５
分

事
業

名
Mi

zu
be

Fu
n

Ba
se

実
施
形
態

都
市
・
地
域
再
生
等
利
用
区
域
の
指
定

実
施
主
体

（
都
市
再
生
推
進
法
人
）

一
般
社
団
法
人
二
子
玉
川
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ツ

h
tt
p
s:
/
/p
e
to
d
ek
a
ke
.
co
m
/w
i
th
d
og
/
fu
t
ak
o
ta
m
ag
a
wa
-
do
g
-o
d
ek
a
ke
/

h
tt
p
s:
/
/f
u
ta
k
o.
o
rg
/
ca
t
eg
o
ry
/
in
f
o/
r
eg
e
ne
r
at
i
on
/

水
辺
の
に
ぎ
わ
い
を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
人
々
の
交
流
・
懇
親
の
機
会
と
場
を
創
出
す
る
こ
と
、
ま
た
、
貴
重
な
自
然
環
境
を
活
か
し
、
新
常
態
に
即
し
た
柔
軟

な
働
き
方
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
飲
食
店
・
売
店
事
業
、
ア
ウ
ト
ド
ア
オ
フ
ィ
ス
事
業
の
実
施
を
し
、
持
続
的
な
発
展
を
遂
げ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。

占 用 施 設

広
場
と
一
体
を
な
す

①
飲
食
施
設

（
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
・
テ
ン
ト
・
テ
ー
ブ
ル
・
椅
子
等
）

②
ア
ウ
ト
ド
ア
オ
フ
ィ
ス

（
テ
ン
ト
・
テ
ー
ブ
ル
・
椅
子
等
）
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三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

フ
ー
ド
ト
ラ
ッ
ク

ア
ウ
ト
ド
ア
オ
フ
ィ
ス

ス
ペ
ー
ス
レ
ン
タ
ル
（
企
画
支
援
）

2
0
2
3

4/
22

-
1
0
/
2
9

・
毎
週

土
日
祝

1
1
:
0
0
-1
6:
0
0
（
荒
天
中
止
）

2
0
2
2

4/
30

-
1
1月

末
・
毎
週

土
日
祝

1
1
:
0
0
-1
6:
0
0
（
荒
天
中
止
）

2
0
2
3

※
秋
頃
予
定

2
0
2
2

8/
31

-
10

/2
8

・
毎
週

水
金

1
4
:
0
0
-
1
9:
00

有
機
野
菜
販
売

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

2
0
2
3

募
集
開
始

7月
～

・
土
日
祝

1
1
:
0
0
-1
6
:0
0
（
応
相
談
）

2
0
2
2

募
集
開
始

6月
～

・
土
日
祝

1
1
:
0
0
-1
6
:0
0
（
応
相
談
）

1日
×

1区
画

(
約

25
㎡

)
…

3,
00

0円
※
販
売
行
為
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
は
無
料

基
本
料
金

＋
50

0円
×
人
数

・
テ
ー
ブ
ル

(
3
h
)
、
焚
火
台
(
2
h
)
…

各
4
,0
0
0
円

・
テ
ー
ブ
ル

(
1
h
)
＋
焚
火
台
(
2
h
)
…

5
,0
0
0
円

※
定
員

2
～
6
名

出
店
情
報
は
「

SH
OP

 S
TO

P
」
ア
プ
リ
で
提
供

リ
バ
ー
サ
イ
ド
ヨ
ガ

絵
本
譲
渡
会

大
道
芸

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

Ou
td
oo
r 
Re
la
x 
Me
et
in
g

〇
W
i
-
F
i
・
電
源
あ
り

〇
ス
ナ
ッ
ク
類
・
各
種
ド
リ
ン
ク
を
現
地
販
売

（
飲
食
物
の
持
ち
込
み
不
可
）

ひ
ろ
ば
プ
ラ
ス

テ
ー
ブ
ル

焚
火
台
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三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

事
業
ス
キ
ー
ム

部
会
の
検
討
範
囲

検 討 の 視 点

三
郷
市

×
江
戸
川

に
置
き
換
え
る

▸
河
川
敷
地
の
形
状

▸
地
域
性
・
市
場
性

▸
担
い
手
（
事
業
者
）

な
ど

継
続
可
能
な
に
ぎ
わ
い
創
出
を
想
定
す
る

▸
ス
キ
ー
ム

▸
コ
ン
テ
ン
ツ

▸
料
金
×
頻
度

な
ど

＝
＋
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三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

堤
防
河
川

市
町
村
・
民
間
事
業
者
等
：利

用
施
設
の
整
備

河
川
管
理
者
：河

川
管
理
施
設
の
整
備

管
理
用
通
路
や
親
水

護
岸
等
の
河
川
管
理

施
設
の
整
備
は
河
川

管
理
者
が
支
援
し
ま

す
。

休
憩
施
設
、
ト
イ
レ
等

の
利
便
施
設
の
整
備

は
市
町
村
・
民
間
事
業

者
等
の
推
進
主
体
が

行
い
ま
す
。

「
都
市
・地
域
再
生
等
利
用

区
域
」
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
で
、
河
川
区
域
内
で
の

営
業
活
動
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

掘
込
河
川

河
川
管
理
用

通
路

河
川
管
理
用

通
路

ス
ロ
ー
プ

親
水
護
岸

高
水
敷
整
正

階
段

側
帯

多
目
的
広
場

（
芝
張
り
等
）

駐
車
場

ト
イ
レ

桜
並
木

電
気
・
水
道

公
園
区
域
の
指
定

東
屋

植
栽

道
路

遊
歩
道

（
舗
装
）

堤
防
河
川

河
川
区
域

民
地
等
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三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

施
設
整
備
の
考
え
方

用
途

整
備
費
用

整
備
主
体

維
持
費
用

（
年
間
）

維
持
管
理
主
体

国
市

民
間

国
市

民
間

河 川 管 理 施 設

親
水
護
岸

継
続
的
な
営
業
活
動
を
行
う
た
め
、
＊
＊
＊

と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
必
要

万
円

◎
万
円

○

高
水
敷
整
正

万
円

◎
万
円

○

河
川
管
理
用
通
路
（高
水
敷
）

万
円

◎
万
円

○

河
川
管
理
用
通
路
（堤
防
坂
路
）

万
円

◎
万
円

○

ス
ロ
ー
プ

万
円

◎
万
円

○

階
段

万
円

◎
万
円

○

側
帯

万
円

◎
万
円

○
○

堤
防
広
場
整
正
（盛

土
）

万
円

○
○

○
万
円

○

…

万
円

万
円

利 用 施 設

道
路
（堤
内
）

万
円

◎
万
円

○

公
園
区
域
の
指
定

万
円

◎
万
円

○

多
目
的
広
場

万
円

○
○

万
円

○
○

駐
車
場

万
円

○
○

万
円

○
○

ト
イ
レ

万
円

○
○

万
円

○
○

東
屋

万
円

○
○

万
円

○
○

植
栽

万
円

○
○

万
円

○
○

遊
歩
道

万
円

○
○

万
円

○
○

電
気
・水
道

万
円

○
万
円

○
○

拠
点
施
設
（堤

防
天
端
）

万
円

○
万
円

○

…

万
円

万
円

河
川
空
間
の
オ
ー
プ
ン
化
の
指
定
と
あ
わ
せ
て
継
続
的
な
営
業
活
動
を
実
現
す
る
た
め
の
整
備
が
必
要
な
場
合
、
整
備
内
容
と
役
割
分
担
を
検
討
す
る
。
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三
郷
市
か
わ
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
事
務
局

参
考
：
国
土
交
通
省
発
表
資
料

条
件
：
河
川
管
理
施
設
の
整
備

占
用
区
域
外
の
清
掃
・
除
草
等

▸
占
用
期
間
が
最
大
2
0年

に
※
1
0
＋
1
0
年
更
新
保
証

▸
民
間
事
業
者
も
、
エ
リ
ア
一
体
型
の
占
用
が
可
能
に

▸
テ
ナ
ン
ト
契
約
が
可
能
に

h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.m
li
t.
g
o
.j
p
/
re
p
o
rt
/
p
re
s
s
/
m
iz
u
k
o
k
u
d
o
0
4
_h
h
_0
0
0
2
0
2
.h
tm
l

【
2
0
2
3
年
5
月
か
ら
】

h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.k
tr
.m
li
t.
g
o
.j
p
/e
d
o
g
a
w
a
/e
d
o
g
a
w
a
0
1
0
3
4
.h
tm
l

「
み
さ
と
の
風
ひ
ろ
ば
」
の
南
側
（
ガ
ス
管
よ
り
南
ま
で
）

の
堤
防
天
端
に
、
新
し
い
広
場
を
整
備
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
と
示
さ
れ
た
。

※
堤
防
天
端
を
オ
ー
プ
ン
化
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活
用
す
る
場
合
は
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
（
県
）
と
の
関
係
に
も
配
慮
が
必
要
。
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三郷市かわまちづくり協議会 第２回事業検討部会 

 

 

令和５年９月２５日（月） 

三郷市役所東別館第３会議室 

 

 

次 第 

 

 

１．部会員から提案された事業案（前回依頼）について 

 

 

２．実証実験に向けた河川管理者への確認状況について 

 

 

３．今後のタスク及びスケジュールについて【資料１】 

 

 

４．一時占用許可に係る仮申請の内容について【資料２～４】 

 

 

 

 

 

 

配布資料 

 

資料１ 今後のタスク及びスケジュール想定（実証実験開始及び次年度検討に向けて） 

資料２ 一時占用許可申請書類（仮） 

資料３ 一時占用許可申請添付書類① 位置図、平面図、丈量図 等 

資料４ 一時占用許可申請添付書類② 事業計画概要書、洪水時の撤去計画書 等 
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2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

協
議

会
令

和
5
年

度
 第

2
回

（
書

面
開

催
）

・
実

証
実

験
案

の
合

意
形

成

令
和

5
年

度
 第

3
回

・
実

証
結

果
（
経

過
）
の

報
告

・
ま

ち
側

、
か

わ
側

の
整

備
等

の
検

討

令
和

5
年

度
 第

4
回

（
書

面
開

催
）

（
実

証
実

験
の

延
長

が
必

要
な

場
合

）
・
実

証
実

験
延

長
の

合
意

形
成

令
和

6
年

度
 第

1
回

・
か

わ
ま

ち
構

想
＊

の
承

認
＊

国
交

省
ヒ

ア
リ
ン

グ
（R

6.
9月

頃
予

定
）に

提
出

す
る

コ
ン

セ
プ

ト
ペ

ー
パ

ー

部
会

第
2
回

・
一

時
占

用
許

可
書

類
（
仮

）
作

成

9
/
2
5

第
3
回

・
協

議
会

（
第

2
回

）
報

告
資

料
作

成

第
4
回

・
協

議
会

（
第

3
回

）
報

告
資

料
作

成
＝

将
来

的
な

「実
現

可
能

な
事

業
案

」を
見

通
す

レ
ベ

ル

実
証

実
験

：
事

前
準

備

・
現

地
で

の
事

業
許

認
可

の
取

得
等

・
資

器
材

等
の

確
保

・
実

証
実

験
運

用
の

シ
ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン

実
証

実
験

：
現

地
テ

ス
ト

等

・
現

地
で

の
設

営
～

撤
去

訓
練

・
利

用
者

動
線

テ
ス

ト
等

実
証

実
験

：
実

証
（
収

益
事

業
）

・
実

証
実

験
（
利

用
者

に
よ

る
利

用
）

・
ア

ン
ケ

ー
ト

等
に

よ
る

課
題

収
集

・
客

数
、

収
益

、
経

費
等

エ
ビ

デ
ン

ス
採

集

事
務

局
《
河

川
管

理
者

折
衝

》

・
事

業
案

の
実

現
可

能
性

確
認

・
実

証
実

験
の

実
施

に
必

要
な

手
続

確
認

　
・
河

川
敷

地
占

用
許

可
申

請
申

請
許

可
延

長
申

請

《
県

道
管

理
者

折
衝

》

・
自

転
車

歩
行

者
専

用
道

へ
の

車
両

進
入

・
草

加
流

山
線

か
ら

の
進

入
動

線
の

事
前

認
識

共
有

・
本

庁
越

谷

　
・
自

転
車

歩
行

者
専

用
道

路
一

時
使

用
許

可

《
J
R

折
衝

》

・
J
R

占
用

地
（
高

架
下

）
の

使
用

制
限

確
認

・
隣

接
区

域
の

要
配

慮
事

項
確

認
本

部
？

《
警

察
折

衝
》

・
車

両
交

通
動

線
の

事
前

認
識

共
有

（
現

状
の

交
通

規
制

の
ま

ま
で

可
）

《
隣

接
占

用
者

折
衝

》

・
サ

ン
ケ

イ
ス

ポ
ー

ツ
様

の
了

解
【
第

2
回

協
議

会
前

】

《
地

域
住

民
折

衝
》

　
・
近

隣
自

治
会

周
知

・
近

隣
自

治
会

長
様

の
了

解
【
第

2
回

協
議

会
前

】
・
自

治
会

経
由

で
チ

ラ
シ

等
周

知
【
事

業
実

証
前

】

　
・
近

隣
商

店
会

周
知

・
近

隣
商

店
会

長
様

の
了

解
【
第

2
回

協
議

会
前

】
・
商

店
会

経
由

で
チ

ラ
シ

等
周

知
【
事

業
実

証
前

】

　
・
環

境
保

護
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

等
調

整

・
野

草
ひ

ろ
ば

繁
茂

箇
所

の
利

用
に

つ
い

て
　

①
実

証
実

験
期

間
の

管
理

活
用

を
合

意
　

②
将

来
的

な
管

理
活

用
に

つ
い

て
意

見
交

換
開

始

　
・
ス

ポ
ー

ツ
利

用
団

体
等

調
整

・
多

目
的

広
場

利
用

団
体

の
事

前
承

認
・
ソ

フ
ト

ボ
ー

ル
場

利
用

団
体

の
事

前
承

認
・
サ

ッ
カ

ー
、

ラ
グ

ビ
ー

利
用

団
体

の
事

前
認

知

　
・
一

般
利

用
者

周
知

・
実

証
実

験
と

し
て

の
利

用
を

表
示

す
る

看
板

等
→

散
歩

等
の

一
般

利
用

者
の

認
知

を
図

る
　

 自
由

利
用

と
し

て
の

焚
火

・
ド

ロ
ー

ン
飛

行
の

抑
止

《
市

役
所

折
衝

》

　
・
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課

・
実

証
実

験
時

の
使

用
許

可
（
使

用
料

免
除

）
・
実

証
実

験
期

間
、

野
草

ひ
ろ

ば
の

除
草

作
業

承
諾

・
増

水
予

想
時

の
連

絡
体

制
協

力

　
・
み

ど
り

公
園

課

・
み

さ
と

の
風

ひ
ろ

ば
の

使
用

許
可

（
使

用
料

免
除

）

　
・
道

路
課

・
進

入
路

並
走

市
道

（
北

側
一

方
通

行
）
と

の
調

整
　

※
案

内
表

示
看

板
等

資
料
１

区
分

5
月

4
月

3
月

2
月

1
月

1
2
月

1
1
月

1
0
月

9
月

6
月

達
成

ポ
イ

ン
ト

タ
ス

ク

（
審

査
期

間
＝

概
ね

１
カ

月
）

※
必

要
に

応
じ

て
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資料２ 

■江戸川河川事務所 

https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00112.html 

 

 

河川占用許可の手続き                                   

 

▶ 河川空間を占用する場合は許可が必要です。 

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く）を占用

しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法

に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。 

 

▶ 「河川区域」とは 

河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいま

す。河川区域は大きく分けて[1]通常水が流れている土地（一号地） [2]堤防や護岸など、

河川を管理するための施設（二号地）[3]一号地と二号地に挟まれている土地で、一号地と

一体化して管理を行う必要のある土地（三号地）の 3 種類に分かれています。 

 

 
 

 

河川区域内の土地の占用の許可等に関する事務                        

▶ 許可対象 

河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用（占用）

する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第 24 条) 

許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋の

ような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するよ

うな行為については許可されません。 

ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個

人の占用を最小限で認めています。 

また、河川区域内において 

・工作物を設置、撤去する場合。(河川法第 26 条) 

・盛土、切土のように土地の形状を変える場合、木を植える場合。(河川法第 27 条) 

・河川の水を取水する場合。(河川法第 23 条) 

・河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第 25 条) 

なども許可が必要となります。 
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許可申請に必要な書類                                   

(河川法第 24 条及び 26 条) 

1.許可申請書(甲)及び(乙)様式の書類 

2.事業計画概要書(申請の内容を説明した書類) 

3.位置図(原則 5万分の 1程度) 

4.占用する土地の実測平面図(河川との関係がわかるもの) 

5.工作物の設計図(堤防との関係を示した図面(横断図)を含む) 

6.工程表 

7.占用する土地の面積を計算した書類及びその丈量図 

8.他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写) 

9.現況写真 

10.洪水時の撤去計画書(高水敷に設置する場合) 

11.その他参考となる書類 

12.当該申請書類の副本(1～2 部程度) 
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別記様式第八（甲） 

 

 

 

許 可 申 請 書 

 

 

                                                 番         号 

                                                 令和 ５ 年１０月 １ 日 

 

 

 国土交通省関東地方整備局長  様 

 

 

                申請者 埼玉県三郷市花和田６４８番地１ 

 

                                        三郷市長  木 津 雅 晟          
             
 

 

  

別紙のとおり、河川法第２４条及び第２６条の許可を申請します。 

 

（連絡先） 

住所又は担当課：企画政策部 企画政策課 

 

氏名又は担当者：狩集、斉藤、和知、宮田 

 

電     話：０４８－９３０－７７６３ 
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（乙の２） 

 

（土地の占用） 

 

１．河川の名称 

 

   利根川水系 江戸川 右岸 

 

 

 

２．占用の目的及び態様 

 

（１）占用の目的 

① キャンプ場 

② ドローン操縦訓練及び検定場 

③ 飲食施設 

（２）占用の態様 

河川敷地占用許可準則第十五による一時占用（三郷市かわまちづくり協議会に

おいて、将来、同準則第二十二の都市・地域再生等利用区域の指定を目指すため

の営業活動を行う事業者等の採算性等を実証調査するためのもの） 

 

 

 

３．占用の場所 

 

別図のとおり 

 

 

 

４．占用面積 

 

別図のとおり 

 

 

 

５．占用の期間 

    令和５年１１月１日から（または許可の日から） 

    令和６年１月３１日まで 
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（乙の４） 

 

（工作物の新築、改築、除却） 

 

１．河川の名称 

 

    利根川水系 江戸川 右岸 

 

 

２．目 的 

 

① キャンプ場 

② ドローン操縦訓練及び検定場 

③ 飲食施設 

 

 

３．場 所 

 

別図のとおり 

 

 

４．工作物の名称又は種類 

 

① キャンプ場に係る工作物等 

（運営者が設置する工作物等） 

ア．キャンピングカー 

イ．スターシェード 

ウ．区域を視認させるための境界ロープ、看板等 

エ．物品保管用テント 

（利用者が設置する工作物等） 

エ．テント、タープ、テーブル、椅子等 

オ．移動用車両 

② ドローン操縦訓練及び検定場に係る工作物等 

（運営者が設置する工作物等） 

ア．資格検定に必要なコースを視認させるためのロープ、パイロン等 

（利用者が設置する工作物等） 

イ．移動用車両 

③ 飲食施設に係る工作物等 

ア．キッチンカー 

イ．テント、テーブル、椅子等 
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５．工作物の構造又は能力 

 

① キャンプ場に係る工作物等 

（運営者が設置する工作物等） 

ア．キャンピングカー 

・ 全長●ｍ、全幅●ｍ程度 

・ 受付事務所としての機能 

イ．スターシェード 

・ 直径１７ｍ、高さ４ｍ、杭打ち深さ５０ｃｍ程度 

・ 利用者共用の広場としての機能 

ウ．区域を視認させるための境界ロープ、看板等 

・ 境界ロープ：太さ●ｍｍ、延べ延長●ｍ程度 

・ 看板等：高さ●ｍ、幅●ｍ、奥行き●ｍｍ程度 

・ テント泊、車中泊、デイキャンプの３種別の各エリア及び個別利用者

の利用可能スペースを区分する機能 

エ．物品保管用テント 

・ 幅●ｍ、奥行き●ｍ、高さ●ｍ程度 

・ 日没時頃に撤去するテーブル、椅子等を保管する機能 

（利用者が設置する工作物等） 

エ．テント、タープ、テーブル、椅子等 

・ 上記ウにより区分けしたスペース内に設置するもの 

オ．宿泊用車両 

・ 車中泊エリアに駐車するもの 

② ドローン操縦訓練及び検定場に係る工作物等 

（運営者が設置する工作物等） 

ア．資格検定に必要なコースを視認させるためのロープ、パイロン等 

・ コースロープ：深さ１０ｃｍ程度の杭×●本 

太さ●ｍｍ、延べ延長●ｍ程度のロープ 

・ パイロン：底辺直径●ｃｍ、高さ●ｃｍ程度 ×●個 

・ ●●要領に基づくドローン操縦技術の検定に必要となる機能 

（利用者が設置する工作物等） 

イ．移動用車両 

・ 訓練又は検定に用いる利用者所有物の搬送等 

③ 飲食施設に係る工作物等 

ア．キッチンカー 

・ 軽自動車を基礎としたもの（全長●ｍ、全幅●ｍ、重さ●ｔ程度） 

イ．テント、テーブル、椅子等 

・  
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６．工事の実施方法 

 

（１）工事概要 

本申請に係る工作物等は、すべて工事を要しないものであり、概ね２時間以内

に設営又は撤去ができる備品、必要な検査等を経た車両の配置である。 

（２）工事実施者 

三郷市かわまちづくり協議会事業検討部会 

（３）工事監督者 

三郷市地域振興部商工観光課 

 

 

７．工 期 
 

    令和５年１１月１日から（または許可の日から） 

      令和５年１１月２２日まで 

 

 

８．占用面積 

 

別図のとおり 

 

 

９．占用の期間 
 

     令和５年１１月１日から（または許可の日から） 

     令和６年１月３１日まで 
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三郷市全図４（平成28年3月作成）抜粋
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資料３

u20052

※現地確認時のメモ用として配付



事業計画メモ（実証実験段階用） 

事業内容アイディア 

 

公益性アイディア 

 

一般利用との共存の

ための課題 

 

必要物品・置場 

 

撤去計画上の支障 

 

利用者の動線円滑性 

 

利用者の安全性確保 
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資料４

u20052

※現地確認時のメモ用として配付


